
土岐川・庄内川流域治水協議会は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。

ロゴマークの活用方針、取組の「見える化」の実施等を確認

○令和４年１月３１日、第８回土岐川・庄内川流域治水協議会を書面にて開催。

○一般投票により決定した土岐川・庄内川流域治水ロゴマークの活用方針が事務局より示され、ロゴマークの活用を通じて、土

岐川・庄内川での流域治水を広く周知・PRし、流域に関わるあらゆる関係者（国・県・市町・企業・住民等）が主体的に流域

治水に取り組む社会の構築を進めることを確認し、使用規程（案）、使用ガイドライン（案）が了承された。

○今後の予定として、第９回協議会にて、流域治水プロジェクトの実施状況フォローアップ、グリーンインフラの取り組みを加

速化、流域治水プロジェクトに基づく取組の「見える化」を実施することを確認した。

日 時：令和4年1月31日（月）書面開催
構成員：流域市町（18市5町）、岐阜県 県土整備部・都市建築部・林政部、愛知県 建設局・農林基盤局、東海農政局、中部森林管理局、岐阜地方気象台、

名古屋地方気象台、多治見砂防国道事務所、庄内川河川事務所
オブザーバー：中部地方整備局 建政部・河川部、地方共同法人 日本下水道事業団 東海総合事務所、中部電力(株) 事業創造本部、中日本高速道路 (株)

名古屋支社 名古屋保全・サービスセンター、名古屋高速道路公社 総務部、岐阜県 農政部、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林
整備センター 中部整備局、東海旅客鉄道株式会社 建設工事部、環境省

◆流域治水プロジェクトに基づく取組の「見える化」◆ロゴマーク 使用規程・使用ガイドライン

詳細はこちらに掲載

https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/bous
ai/ryuuiki_chisui_kyougikai/index.html


